
当事務所では、過去に開催された委員会

（第１回：平成２１年、第２回：平成２３

年）でのご意見をふまえ、環境保全措置と

その後のモニタリング調査を実施してきま

した。今回の委員会ではそれらの状況を報

告し、引き続き保全措置及び調査を進めて

いくことで同意を得ました。
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国土交通省 北陸地方整備局
羽越河川国道事務所

鷹ノ巣道路環境検討委員会（第３回）を開催しました。

羽越河川国道事務所では、平成２７年１月２０日（火）に「鷹ノ巣道路環境検討

委員会」の第３回委員会を開催し、有識者の方々からご意見を伺いました。

日本猛禽類研究機構 理事長 阿部 學

積雪地域植物研究所 所長 石澤 進

国土技術政策総合研究所 緑化生態研究室 室長 栗原 正夫

新潟県野鳥愛護会 顧問 本間 隆平

第３回委員会 名簿

国土交通省北陸地方整備局 羽越河川国道事務所長

新潟県土木部 道路建設課長

１）猛禽類の保全方法について
・人工代替巣の設置とその後の調査
２）重要な植物の保全方法について
・重要種の移植とその後の調査
３）法面等の緑化について
・周辺植生と調和する法面緑化の試験施工
とその後の調査

委員会の開催状況

【委員】

【オブザーバー】

第３回委員会 議事内容

担当：工務第二課

※委員・オブザーバーは５０音順

本委員会は、国道１１３号鷹ノ巣道路の事業の

実施にあたって、影響の恐れがある猛禽類及び重

要な植物について、専門的な見地から技術的な助

言を得ることにより、適切な保全措置を検討する

ことを目的として設立されたものです。


